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（仮称）狛江市人権施策推進指針（案）

Ⅰ 総論

１ 指針策定の背景・趣旨

狛江市では、2020 年に策定した「狛江市総合基本計画」では、狛江市の将来都市像

を「ともに創る 文化育むまち ～水と緑の狛江～」とし、これを実現するための土

台として、「お互いを認め支え合い、ともに創る」ことを各分野のまちづくりに共通

する重要な視点の一つとしてます。ここには、それぞれの個性と能力が十分に発揮で

きるよう、市民一人ひとりが思いやりを大切にし、差別や偏見のない心を持ち、お互

いを認め合いながらまちづくりを進めていくことが大切であるという思いがありま

す。また、「分野別まちの姿」の一つに「人権が尊重され、市民が主役となるまち」を

位置付けています。ここでは、地域で安心して住み続けるためには、お互いを理解し、

認め合い、共に支え合う、人権を尊重する気持ちが地域全体に広がることが大切であ

り、そのため、年齢や性別、障がいの有無や異なる文化・価値観等を認め合う「男女

共同参画社会」や「多文化共生社会」といった、多様な主体がお互いを尊重し合う気

持ちを醸成し、浸透させることで、誰もが平和に暮らすことができる「人権が尊重さ

れるまち」を目指すこととしています。

また、2020 年７月に「人権を尊重しみんなが生きやすい狛江をつくる基本条例」

（以下「基本条例」という。）を施行しました。基本条例は、市民一人ひとりが個人

として尊重されることを目的とし、子どもから大人まで全ての市民に関わる多様な人

権課題を網羅するものです。そして、市としての人権についての統一された基本・拠

り所となるものです。また、本条例は、人権侵害をする人に対して、罰則、公表とい

った厳しい対処をすることが目的ではなく、狛江市全体で人に対する思いやりや人権

を守ろうというあたたかい気持ちを育むことによって、誰もがより生きやすい、安心

して暮らせる平和なまち、お互いに支えあい助けあうやさしいまちをつくっていくこ

とを目的として制定しました。

基本条例の精神を実効性のあるものとし、前文で掲げている「市民一人ひとりが個

人として大切にされ、誰もがより生きやすい、安心して暮らせる平和なまち、お互い

に支えあい助けあうやさしいまち」の実現に向け、人権施策を着実に取り組むための

方向性を指針として明らかにするものです。

２ 国内外・都の取組

20 世紀に入り、２度の大きな戦争の経験を踏まえ、1945 年に国際連合（以下「国

連」という。）が設立されました。また、1948 年パリで開かれた国連の第３回総会で

「世界人権宣言」が採択され、「すべての人間は生まれながらにして自由であり、か

つ、尊厳と権利とについて平等である」という考え方が掲げられました。この宣言の

趣旨は、世界各国の憲法や法律に取り入れられています。
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日本では、1947 年に施行された日本国憲法で「基本的人権の尊重」、「国民主権」、

「平和主義」を三大原則とし、「すべての国民は、法の下に平等」、「すべての国民は、

個人として尊重される」としています。その後、その時々の社会情勢を見ながら、様々

な人権に関する国内整備が図られてきました。例えば、2011 年に「障害者虐待の防

止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止法）」、2013 年に

「いじめ防止対策推進法」、2014 年に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」、2015

年 に「生活困窮者自立支援法」、2016 年には「障がいを理由とする差別の解消の推進

に関する法律（障害者差別解消法）」がそれぞれ施行される等人権に関する法整備が

進められました。

東京都では、都が取り組むべき施策の基本理念や考え方を示す「東京都人権施策推

進指針」が 2002 年に策定され、2012 年には、人権を取り巻く状況の複雑化・多様化

を踏まえ、新しい人権課題を取り入れる形で改正されています。また、2018 年には、

いかなる種類の差別も許されないというオリンピック憲章にうたわれる理念が広く

都民等に一層浸透した都市の実現を目指し、「東京都オリンピック憲章にうたわれる

人権尊重の理念の実現を目指す条例」が施行され、教育・啓発等の人権施策が総合的

に実施されています。

３ 狛江市における人権に関する現状

狛江市では、2021 年４月に市民の人権に関する意識・考え等を把握し、今後の狛江

市の人権施策を効果的に進めることを目的として、狛江市人権に関する市民意識調査

を実施しました。

※「Ⅲ 人権施策の推進 ２ 分野別施策」（10 ページ以降）で示しているグラフ等は本

調査結果となります。

対象者 満 15 歳以上の市民（令和３年４月１日時点）

対象者数 2,500 人

抽出方法 狛江市住民基本台帳から無作為抽出

調査方法 郵送配布・郵送回収または web 回答

調査期間 令和３年４月 22 日～令和３年５月 14 日

回収数（回収率） 1,115（44.6％）
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①狛江市での生きやすさ

「どちらかといえば思う」を含め、生きやすいまちと思う市民は約 60％となってい

ますが、一方で「あまり思わない」を含め、生きやすいまちと思わない市民は 14.0％

となっており、また、23.1％の人が「わからない」と回答しています。

【狛江市は人権を尊重しみんなが生きやすいまちだと思うか】

②人権を侵害された経験

26.0％の市民が人権を侵害された経験があると回答しています。

※家族や友人等周囲の人が侵害された経験がある人を含む。

【人権を侵害された経験】

思う,

16.6%

どちらかといえば思う,

44.3%

あまり思わない,

11.7%

思わない,

2.3%

わからない,

23.1%

無回答,

1.9%

（n=1,115）

ある,

26.0%

ない,

61.7%

わからない,

10.9%

無回答,

1.3%

（n=1,115）
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③人権を侵害された内容

侵害された内容では、「あらぬ噂、他人からの悪口、かげ口」（51.0％）が最

も多く、次いで「学校でのいじめ」（28.5％）、「名誉・信用の毀損、侮辱」（26.9％）

の順となっています。

51.0%
28.5%
26.9%
25.7%

16.1%
15.7%
13.3%
13.3%
13.3%
12.4%
11.6%
10.8%
10.0%
9.6%
7.6%
7.2%
5.6%
5.6%
3.6%
3.2%
2.8%
0.0%
1.6%
4.8%
6.4%

あらぬ噂、他人からの悪口、かげ口

学校でのいじめ

名誉・信用の毀損、侮辱

職場での嫌がらせ

悪臭・騒音などの迷惑行為

容姿や身体的特徴に関すること

暴力、強迫、強要

差別待遇

使用者による時間外労働の強制などの不当な待遇

プライバシーの侵害

公務員による不当な取扱

セクシュアル・ハラスメント

障がいに関すること

インターネット・SNS上での嫌がらせ

ドメスティック・バイオレンス

地域社会での嫌がらせ

職業に関すること

出身地、家柄などに関すること

新型コロナウイルス感染症に関すること

性的マイノリティに関すること

社会福祉施設などでの施設職員からの不当な取扱　

エイズ、HIV、ハンセン病などに関すること

答えたくない

わからない

その他
 （n=290)

【人権を侵害された内容】
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④狛江市が力を入れるべき人権課題解決に向けた取組

市が力を入れるべき取組については、「子どもの頃からの思いやりの心を育むため

の家庭や地域での人権教育の支援」（43.8％）が最も多く、次いで「学校での人権教

育の充実」（41.1％）、「人権が侵害された被害者の救済・支援の充実」（22.3％）の順

となっており、教育・支援の充実が求められています。

43.8%

41.1%

22.3%

20.4%

19.6%

14.4%

14.2%

13.5%

10.9%

9.3%

7.1%

6.7%

4.7%

4.2%

3.9%

2.1%

1.7%

4.6%

2.1%

2.6%

学校での人権教育の充実

人権が侵害された被害者の救済・支援の充実

広報やSNSを活用した人権の大切さのＰＲ

人権課題に対応する相談窓口の充実

既存の制度・サービスの周知及び充実

市役所職員に対する人権研修の充実

新たな相談・救済体制の整備

人権課題解決のための財政的支援

人権に関する情報の収集及び提供

人権課題をテーマとした講演会や研修会の実施

特にない

わからない

その他

無回答
（n=1,115）

【狛江市が力を入れるべき人権課題解決に向けた取組】

子どもの頃から思いやりの心を育むための家庭や地域での

人権教育の支援

人権を尊重しみんなが生きやすい狛江をつくる基本条例の周知

社会的に弱い立場にある人に対する支援・救済策の充実

企業の経営者や従業員向けの人権研修や講座の支援

人権の推進につながる活動をしている人への支援や連携

啓発冊子や資料展示などによる人権課題に対する理解促進
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Ⅱ 基本理念

１ 基本理念

市民一人ひとりが個人として大切にされ、誰もがより生きやすい、

安心して暮らせる平和なまち、お互いに支えあい助けあうやさしいまちの実現

全ての人が生まれながらにして持っている人間らしく生きる権利である人権が守

られるためには、自分の人権が守られるとともに相手の人権を守ることが大切です。

基本条例の趣旨のとおり、個人の人権が尊重され、お互いの人権を尊重し合うこと

により、一人ひとりがあたたかい気持ちを持って助けあうことにより、人にやさしい

まちの実現を目指します。

２ 指針の位置付け

本指針は、基本条例の趣旨と条文を実効性のあるものとするため、狛江市のあらゆ

る施策・事業について、人権を尊重する視点を持って推進するための基本姿勢を示す

とともに、市における人権施策の全体像を明らかにするものです。
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Ⅲ 人権施策の推進

１ 基本的施策

（１）人権教育・啓発の推進

市民一人ひとりが個人として尊重される人にやさしいまちの実現のためには、自分

の人権が守られるだけではなく、相手の人権を守ることが大切です。

様々な人権課題の背景には、偏見や誤解、無関心等人権意識の欠如があると考えら

れます。課題解決のためには、人権の意義や人権課題の背景等について正しく理解す

ることが基本となることから、人権が身近なものと捉えられるよう様々な場において

理解を深める機会の提供や啓発を推進します。特に、人格形成に大きな影響のある幼

少期から、他人の心の理解や違いを認め合い、人権を尊重することの大切さを認識す

ることが重要であることから、学校のほか子どもが集団活動をする様々な場において

人権意識が身に付くよう教育、啓発を推進します。

【人権を侵害した経験】

（狛江市人権に関する市民意識調査）

ある,

3.8%

気づいていないがして

いるかもしれない,

29.3%

ない,

48.4%

わからない,

16.9%

無回答,

1.6%

（n=1,115）
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【人権を侵害した内容】

（狛江市人権に関する市民意識調査）

（２）相談・支援体制の充実

子どもや高齢者等弱い立場にある人に対する虐待やドメスティックバイオレンス

（以下「ⅮⅤ」という。）等日常に起こっています。人権に関する課題に直面してし

まった際、早期に相談窓口につながり、適切な支援を得ることが重要です。

各種相談窓口は、市に限らず、内容に応じて国や都においても設置されていますが、

権利の侵害は、いくつかの要因が複合的に結びついて起きている場合も多く、関係機

関や支援団体等との連携が必要です。

人権を侵害されている人の相談を受け止め、相談機関や関係機関と連携し、解決や

救済につなげるための相談・支援体制の充実に取り組むとともに、気軽に相談できる

環境・居場所の提供に努めます。

48.3%
19.3%

13.2%
11.1%

8.4%
6.3%
6.1%
5.8%
5.0%
4.5%
3.7%
3.4%
2.6%
2.6%
2.4%
2.1%
2.1%
1.8%
1.8%
0.8%
0.5%
0.3%
1.3%

21.6%
4.0%

あらぬ噂、悪口、かげ口

容姿や身体的特徴に関すること

悪臭・騒音などの迷惑行為

名誉・信用の毀損、侮辱

プライバシーの侵害

差別待遇（人種・信条・性別・社会的身分などにより...

出身地、家柄などに関すること

学校でのいじめ

障がいに関すること

性的マイノリティに関すること

職業に関すること

セクシュアル・ハラスメント

暴力、強迫、強要

時間外労働の強制などの不当な待遇

新型コロナウイルス感染症に関すること

ドメスティック・バイオレンス

職場での嫌がらせ

地域社会での嫌がらせ

インターネット・SNS上での嫌がらせ

社会福祉施設などでの施設職員としての不当な取扱

公務員としての不当な取扱

エイズ、HIV、ハンセン病などに関すること

答えたくない

わからない

その他

差別待遇（人種・信条・性別・社会的身分などにより就職や結婚な

どの社会生活の上で不平等又は不利益な取扱をした）
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【人権を侵害されたときの対応】

（狛江市人権に関する市民意識調査）

（３）多様な主体の参加・連携

多様化、複合化する人権課題に対応するためには、市だけではなく、多様な主体と

連携し、対応していくことが重要です。人権教育・啓発、相談や支援を効果的に実施

するため、市民、団体、法務局や人権擁護委員等と連携し取組みを推進します。また、

人権課題の解決に寄与する市民及び団体の活動に対する支援等により、人権を尊重し

みんなが生きやすいまちづくりの実現に向けた市民等の参加を推進します。併せて、

課題解決の検討にあたっては、人権課題の当事者の参加も促進するよう努めます。

58.1%

28.3%

26.9%

20.3%

16.8%

13.0%

8.0%

7.0%

7.0%

2.2%

5.9%

身近な人に相談した（する）

我慢した（する）

相手に抗議した（する）

警察に相談した（する）

市役所に相談した（する）

弁護士に相談した（する）

民間の相談機関に相談した（する）

法務局または人権擁護委員に相談した（する）

わからない

その他

無回答
（n=1,115）
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２ 分野別施策

（１）子どもの人権

1989 年に国連総会において「子どもの権利条約」が採択されました。この条約で

は、子どもに対するあらゆる差別、子どもの最善の利益の確保、生命・生存・発達へ

の権利及び子どもの意見の尊重が一般原則とされており、我が国でも 1994 年に批准

しています。

2000 年には、「児童虐待の防止等に関する法律」（児童虐待防止法）、2013 年に「い

じめ防止対策推進法」が制定される等子どもの人権を守るための法整備が進められて

きましたが、いじめ、不登校、ひきこもり、貧困等子どもたちを取り巻く環境はます

ます厳しくなっています。また、子どもの生命が奪われる等重大な児童虐待事件も後

を絶たず、児童虐待の防止は社会全体で取り組むべき重要な課題となっています。全

国の児童相談所での児童虐待相談対応件数は令和２年度においては過去最多となっ

ており、狛江市における児童虐待対応件数も同様に過去最多となっています。

また、狛江市においても、2020 年に「第２期こまえ子ども・若者応援プラン」の策

定や、子育て・教育支援複合施設「ひだまりセンター」を開設し、若者や子育てに関

する切れ目のない支援を総合的に推進しています。教育においては、2017 年には、学

校におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的

として、「狛江市いじめ防止基本方針」を策定しています。また、2020 年には、「第３

期狛江市教育振興基本計画（狛江市教育大綱）」を策定し、子どもの頃からの人権教

育を推進しています。

59.9%

50.4%

35.2%

30.0%

30.0%

17.9%

11.7%

10.2%

9.9%

9.1%

4.5%

4.4%

1.3%

2.0%

1.4%

1.1%

虐待（身体的・心理的・性的・育児放棄）が起きること

いじめが起きること

いじめ、虐待や体罰を見て見ぬふりをすること

インターネット・SNS上のトラブルが起きること

親の事情による不安定な生育環境で育つこと

子どもの貧困があること

児童買春・児童ポルノなどの対象となること

体罰が起きること

子どもの相談・支援体制が十分でないこと

子どもの誘拐、子どもへのストーカーが起きること

子どもに対して誤った認識や偏見が存在していること

特にない

わからない

その他

無回答 （n=1,115）

【子どもの人権に関することで課題と思うこと】

（狛江市人権に関する市民意識調査）

学校や就職先の選択など子どもの意見について、

大人がその意見を無視すること
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【施策の方向性】

いじめや児童虐待等、子どもの安心や安全を脅かす要素の根絶に努めるとともに、

家庭、学校、行政等が連携し、社会全体で子どもの声に耳を傾けることができる社会

の実現を目指します。

また、子どもの権利侵害に対する相談や救済等に取り組むとともに、経済的困難を

抱える子どもや家庭への支援を行います。

●教育・啓発の推進

・子どもの権利を保障する教育の推進を図ります。

・互いの人格を尊重し合い、いかなる差別や偏見を許さない人権感覚を育みます。

・子どもの権利を尊重し、擁護する意識を醸成するための教育・啓発を推進します。

●いじめや児童虐待の防止

・いじめや児童虐待、不登校等、子どもに係る多岐にわたる課題解決のため、関係機

関とのネットワークをさらに強化し、早期発見・早期対応に向けた総合的な取組を

推進します。

・保護者が家庭の問題を抱え込み内容にするため、保護者に学びの機会を提供しなが

ら、子どもや家庭のことを気軽に相談できる場の提供や体制の整備を進めます。

・保護者に加え、地域の方に対し、体罰や暴力が子供に及ぼす悪影響や体罰によらな

い子育てに関する理解が広まるよう、周知、啓発を行います。

●子どもの貧困対策

・子どもの将来が生まれ育った環境によって左右されることのないよう、全ての子どもが

心身ともに健やかに育ち、その教育の機会均等が保障されるとともに、子ども一人ひと

りが夢や希望を持つことができるようにするための支援と環境整備を推進します。

●子どもが健やかに育つ環境づくり

・「第２期こまえ子ども・若者応援プラン」に基づき、子どもや子育て家庭を支援し、

地域全体で支える環境の構築を目指します。

参考（意識調査）子どもの人権を守るために必要なこと

１ 子どもに自分も他者も大切であることを教えること 50.0％

２ 児童虐待の発見やその解決のための体制づくり 38.7％

３ 教職員や指導者の人権意識の向上 32.6％

４ 生活困窮家庭への福祉の充実 27.2％

５ 保護者への啓発、相談の充実 24.8％
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（２）女性の人権（男女平等）

国連では 1979 年に社会の様々な場面における女子差別の撤廃を定めた「女子差別

撤廃条約」が採択され、1985 年には日本も批准しました。

1999 年には、男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進す

ることを目的として「男女共同参画社会基本法」が施行され、2015 年には、女性が個

性と能力を十分に発揮できる社会の実現に向け、「女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律」（女性活躍推進法）が施行されました。しかし、世界経済フォーラ

ムによると、2021 年の日本のジェンダー・ギャップ指数は、対象国 156 か国中 120 位

であり、世界の中でも男女格差が大きい状況となっています。

また、2000 年には「ストーカー規制法」、2001 年には「配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護等に関する法律」（ⅮⅤ防止法）が施行されていますが、性犯罪、Ⅾ

Ⅴ、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等の被害者の多くが女性となって

います。一方、男性のⅮⅤ被害は潜在化しやすい傾向があるため、被害が深刻化する

ことを防ぐ必要があります。

このような状況を背景として、2020 年に「狛江市男女共同参画推進計画・狛江市配

偶者暴力対策基本計画・狛江市女性活躍推進計画」を策定し、性別にかかわりなく、

自分らしい生き方ができる社会の実現を目指しています。

【女性の人権に関することで課題と思うこと】

45.1%

40.4%

30.3%

26.8%

24.8%

20.4%

20.0%

16.2%

11.5%

3.7%

4.5%

2.3%

2.1%

ドメスティック・バイオレンスを受けること

セクシュアル・ハラスメントを受けること

マタニティ・ハラスメントを受けること

女性の相談・支援体制が十分でないこと

売春・買春、援助交際が行われていること

特にない

わからない

その他

無回答 （n=1,115）

「男は仕事、女は家庭」といった

男女の固定的な役割分担意識があること

仕事の内容、昇給昇進における待遇に

違いがあること

テレビ、ビデオ、雑誌、インターネットなどによる

わいせつ情報が氾濫していること

女性に対して誤った認識や偏見が

存在していること

（狛江市人権に関する市民意識調査）
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【施策の方向性】

全ての人が性別に関わりなくお互いを認め合い、個性や能力を発揮し、自分らしい

生き方が実現できる社会の実現に向け、男女共同参画に関する意識の醸成や教育に取

り組みます。

また、ⅮⅤの防止及び被害者支援のための取組みを進めます。

●教育・啓発の推進

・男女共同についての理解を深めるための意識啓発、教育機会を提供し、家庭、学校、地

域等における男女共同参画の醸成を図ります。

・社会通念や慣習等、社会によって作られた性（ジェンダー）により生じてしまって

いる差別の解消に向けた正しい理解を深めるため、教育・啓発を行います。

・市や事業所、団体等における政策・方針決定過程における男女共同参画の推進を図

ります。

●相談・支援体制の充実

・男女共同参画を阻む様々な問題に対応する相談窓口の周知や体制の強化を図りま

す。

・子育てや介護を支える環境の充実を図るとともに、多様なライフスタイルの実現に向け

た情報提供や支援を推進します。

●ⅮⅤの防止と被害者支援

・ⅮⅤの未然防止に向け、ⅮⅤの背景、実態の理解につながるよう周知・啓発を行い

ます

・ⅮⅤ被害者等の早期発見、安全確保及び自立支援等の取組の推進に向け、庁内及び

関係機関等との連携を強化し、相談・支援体制の強化を図ります。

参考（意識調査）女性の人権を守るために必要なこと

１ 男女ともに、働きながら、家事や育児・介護などを両立できる環境の整備 65.1％

２ 労働における採用・昇進・賃金など男女平等の推進 35.3％

３ 男女平等などに関する教育の充実 23.4％

４ 女性が暴力などの被害から避難するための「シェルター・避難所」の整備 22.1％

５ 議会や審議会など、意思決定や方針決定の場への女性の参画の促進 16.3％
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（３）障がいのある人の人権

2006 年に、国連総会において、障がい者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障

がい者の固有の尊厳を尊重することを目的として、「障害者権利条約」が採択され、

日本は、2014 年に批准しました。批准に先立ち、2011 年に「障害者基本法」の改正、

2012 年には「障害者虐待防止法」の施行、2013 年には「障害者自立支援法」から「障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（障害者総合支援法）

への改正や「障害者雇用促進法」の改正、更に 2016 年には障害者差別解消法が施行

される等、権利保障等に向けた法整備が行われています。

狛江市では、2021 年に「狛江市障がい者計画・第６期障がい福祉計画・第２期障が

い児福祉計画」を一体的に策定し、障がい者・障がい児に対する障害福祉サービスの

提供体制の確保等の施策を進めていますが、障がいの特性や障がいのある人の人権や

現状の理解は、必ずしも十分な状況ではありません。

（狛江市人権に関する市民意識調査）

52.6%

38.3%

27.3%

27.3%

24.1%

22.5%

11.4%

8.7%

5.0%

4.8%

4.7%

4.4%

3.7%

3.0%

2.3%

7.8%

1.1%

1.9%

経済的に自立が困難なこと

差別的な言動・行動をされること

家庭内や福祉施設で虐待があること

障がい者施設に対する地域の反対があること

悪徳商法、特殊詐欺の被害が多いこと

結婚問題で家族や周囲に反対されること

治療や入院を断られること

特にない

わからない

その他

無回答 （n=1,115）

【障がいのある人の人権に関することで課題と思うこと】

就職・職場で不利な扱いを受けたり、

働く場所や能力を発揮する機会が少ないこと

暮らしやすいまちづくり、バリアフリー化などが十分でないこと

障がいのある人に対して誤った認識や偏見が存在していること

地域、職場、学校などで嫌がらせやいじめを受けること

障がいのある人の相談・支援体制が十分でないこと

スポーツ・文化活動・地域活動に気軽に参加できないこと

宿泊施設、店舗などへの入店や施設利用を拒否されること
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【施策の方向性】

障がいや障がいのある人への理解促進や、障がいのある人が住み慣れた地域で自立

し、自分らしく暮らすことができ、社会参加できる環境づくりを進め、「障がいのあ

る人もない人も、ともに暮らし続けられるまち」を実現します。

●教育・啓発の推進

・障がいを理由とする差別の解消に向け、障がいや障がいのある人への理解促進のた

めの啓発活動や学校等での教育を推進します。

●障がいのある人の自立・社会参加に向けた取組の推進

・公的機関・民間企業における就労機会の確保に努めるとともに、一般就労が難しい

方に向けて福祉的就労の場を確保します。

・障がいのある人もない人も交流できる機会や余暇等の活動場所を提供します。

・障がいがあることを理由に差別されることなく、合理的配慮が提供されることによ

り、社会参加できるよう取組を推進します。

●障がいのある人が安心で安全に暮らせる環境づくり

・障がいのある人への虐待防止に関する取組を進めていきます。

・複雑化・複合化した課題に対応できる総合相談支援体制の強化を図ります。

・成年後見制度等の権利擁護制度をわかりやすく周知する等、判断能力が十分でない

方の権利擁護支援を推進します。

参考（意識調査）障がいのある人の人権を守るために必要なこと

１ 障がいのある人の就労や能力を発揮する場の確保 64.9％

２ 障がいのある人が自立して生活しやすい環境の整備 58.3％

３ 障がいのある人の人権を守るための教育・啓発活動 24.5％

４ 介護、在宅サービスや福祉施設・病院の充実 20.4％

５ 障がいのある人のための相談・支援体制の充実 17.1％
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（４）高齢者の人権

1991 年に、国連総会において、高齢者の自立・参加・ケア・自己実現・尊厳の実現

を５原則として掲げる「高齢者のための国連原則」が採択されています。

日本においては、1995 年に高齢社会対策基本法が施行され、国民一人ひとりが、生

涯にわたって安心して生きがいを持って過ごすことができる社会像が示されていま

す。2006 年には、介護保険制度の普及・活用が進む一方で、家庭や介護施設における

身体的・心理的虐待や介護の放棄（ネグレクト）等の課題が表面化し、社会的な問題

となったことから、高齢者の虐待防止、養護者に対する支援等に関する施策を推進す

ることを目的として、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する

法律」（高齢者虐待防止法）が施行されました。また、2016 年には、認知症、知的障

がい、その他精神上の障がいがあることによって財産の管理又は日常生活等に支障が

ある人たちを社会全体で支え合うため、「成年後見制度利用促進法」が施行され、地

方公共団体は、成年後見制度について、地域の特性に応じた利用の促進に関する施策

を実施する責務を有するとされています。

狛江市の 65 歳以上の方は、令和３年 10 月現在で 20,177 人、高齢化率は 24.3％と

いった状況となっています。市民の４人に１人が高齢者という超高齢社会を迎えてお

り、今後、高齢化が一層進むことが想定されますが、狛江市では「狛江市高齢者保健

福祉計画・第８期介護保険事業計画」を策定し、「みんなで支え合いながら、自分ら

しく健康に暮らし続けられるまち」を基本理念として、地域共生社会の実現を目指し

ています。

41.4%

40.5%

32.7%

24.6%

19.6%

19.6%

17.6%

10.2%

8.9%

3.6%

5.6%

5.0%

1.4％

2.1%

悪徳商法、特殊詐欺の被害が多いこと

経済的に自立が困難なこと

アパートなどへの入居を拒否されること

高齢者が邪魔者扱いされること

高齢者の相談・支援体制が十分でないこと

差別的な言動をされること

特にない

わからない

その他

無回答
（n=1,115）

【高齢者の人権に関することで課題と思うこと】

働く場所や能力を発揮する機会が少ないこと

病院での看護や福祉施設において劣悪な処遇や

虐待を受けること

家庭内での看護や介護において嫌がらせや

虐待を受けること

高齢者に対して誤った認識や偏見が存在していること

（狛江市人権に関する市民意識調査）



17

【施策の方向性】

高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも健康で自分らしく暮らし続けることができ

るよう、医療、介護、住まい、介護予防及び生活支援のサービスが切れ目なく提供さ

れる「地域包括ケアシステム」等の仕組みを通じて、高齢者が個人として尊重され、

生きがいを持つことができる地域共生社会の実現を目指します。

●教育・啓発の推進

・高齢者が尊厳を持って生活できるよう、高齢者に対する虐待防止に向けた周知・啓発を

推進します。

・高齢者に対する特殊詐欺被害等を未然に防止するため関係機関と連携して、注意喚起・

啓発に取り組みます。

●相談・支援体制の充実

・包括的な相談支援体制の再構築を行い、高齢者施策とその他の複雑化・複合化した

課題にも積極的に対応できるよう、地域包括支援センターの体制の充実を図ります。

・認知症になっても自分らしい暮らしを支援するために、認知症の人とその家族に対する

相談・支援体制の充実を図ります。

・認知症等の高齢者の権利が侵害されないよう、権利擁護支援や成年後見制度を適切に利

用できる体制を整備します。

●高齢者の社会参加に向けた取組の推進

・就業や社会参加の意欲のある高齢者が、知識や経験等を活かし、就業や地域貢献活

動等に参加できるよう活動支援を行います。

・健康寿命の延伸に向けて、健康づくり、介護予防及び疾病予防の取組として、高齢

者自身による心身の健康維持や健康増進に繋がる社会参加の仕組みを充実させま

す。

参考（意識調査）高齢者の人権を守るために必要なこと

１ 高齢者が生活しやすい環境の整備 51.6％

２ 高齢者の就労の能力を発揮する場の確保 44.5％

３ 介護、在宅サービスや福祉施設・病院の充実 40.1％

４ 高齢者に対する犯罪の取り締まりの強化 27.1％

５ 高齢者のための相談・支援体制の充実 22.0％
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（５）外国人の人権

1965 年、人権及び基本的自由の平等を確保するため、あらゆる形態の人種差別を

撤廃する政策等をすべての適当な方法により遅滞なく採ること等を主な内容として

いる「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」（人種差別撤廃条約）が国

連総会において採択され、日本は 1995 年に加入しました。また、1979 年には、国連

総会で採択された人権の国際的保護を定めた条約である「国際人権規約」を批准する

等、外国人の人権保障の取組が進められてきました。

近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動（ヘイトスピーチ）が問題と

なっていますが、これらの防止を目的として、2016 年に「本邦外出身者に対する不当

な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」（ヘイトスピーチ解消法）が

施行されています。

狛江市では、「狛江市総合基本計画」において、多文化共生社会の推進を掲げ、在

住外国人が日本人と同じように、それぞれのライフステージにおいて安心して地域の

一員として暮らすことができる環境づくりを推進するとともに、多様な文化への理解

を深めるための取組や適切な支援を行う等、共に暮らしていくことのできる地域社会

づくりを推進しています。

（狛江市人権に関する市民意識調査）

38.6%

24.8%

22.7%

19.9%

17.5%

16.6%

16.3%

14.0%

12.4%

9.6%

3.1%

1.1%

4.5%

17.8%

1.4%

2.3％

風習や習慣などの違いが受け入れられないこと

外国人の相談・支援体制が十分でないこと

差別的な言動・行動をされること

アパートなどへの入居を拒否されること

選挙権がないこと

結婚問題で家族や周囲に反対されること

特にない

わからない

その他

無回答
（n=1,115）

就職・職場で不利な扱いを受けたり、働く場所や能力を

発揮する機会が少ないこと

外国語対応できる公的機関や医療機関などが少ないこと

年金や医療保険制度などの福祉制度が、

日本人と同じように適用されないこと

外国人に対して誤った認識や偏見が存在していること

地域、職場、学校などで嫌がらせやいじめを受けること

宿泊施設、店舗などへの入店や施設利用を拒否されること

【外国人の人権に関することで課題と思うこと】
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【施策の方向性】

多様な文化への理解を深める取組や外国人との交流機会の創出等により、外国人へ

の理解を深め、偏見・誤解をなくすよう啓発に取り組みます。また、多言語での情報

提供や生活・教育に関する支援等を行うことで、外国人も暮らしやすい環境づくりを

進めます。

●教育・啓発の推進

・多文化共生についての理解を深める施策を推進します。

・外国人に対する不当な差別的言動の解消に向け、意識啓発等を推進します。

●相談・支援体制の充実

・多言語での情報提供や外国語通訳ボランティア派遣等の支援により、暮らしやすい

環境づくりを進めます。

●相互理解の促進

・地域における外国人との交流の機会を創出します。

・外国人の市政への参加等を推進します。

参考（意識調査）外国人の人権を守るために必要なこと

１ 外国人の就労や能力を発揮する場の確保 40.0％

２ 外国人と日本人の相互理解と交流 30.5％

３ 外国人への生活支援 24.8％

４ 外国人のための相談・支援体制の充実 22.9％

５ 外国人のための日本語教育の充実 20.4％
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（６）性的マイノリティの人権

1990 年、世界保健機構（ＷＨＯ）が定める基準において、「同性愛」の分類は廃止

され、「性的指向自体は、障がいと考えられるべきではない」とされました。また、

2018 年には、ＷＨＯが性同一性障がいを「精神疾患」から外し、「性の健康に関連す

る状態」という分類に入れるとともに、名称も「性別不合」（仮称）に変更されていま

す。

我が国においては、2004 年に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法

律」（性同一性障害特例法）が施行され、性同一性障害者であって、一定の基準を満

たす場合には、性別の取扱いの変更の審判を受けることができるようになりました。

また、2008 年には法改正により、条件の緩和が図られ、制度的な改善が進んでいま

す。近年では、性自認や性的指向に関して少数派である人々（性的マイノリティ）へ

の認識や理解も広がりつつありますが、一方で、性自認や性的指向を理由とした偏見

や差別も依然として生じています。

狛江市では、誰もが性別に関わりなくお互いを認め合い、自分らしい生き方ができ

るまちを目指し、2020 年に「狛江市男女共同参画推進計画」を策定し、性的指向や性

自認等への正しい理解を深めるための取組等を推進しています。

（狛江市人権に関する市民意識調査）

30.2%

30.0%

28.8%

27.4%

23.0%

13.6%

11.5%

10.9%

10.3%

5.7%

21.1%

1.3%

2.3%

差別的な言動をされること

就職・職場で不利な扱いを受けること

性的マイノリティの意見が尊重されないこと

身体的な性別に合わせた格好の強要があること

じろじろ見られたり、避けられたりすること

特にない

わからない

その他

無回答 （n=1,115）

【性的マイノリティの人権に関することで課題と思うこと】

地域、職場、学校などで嫌がらせやいじめを受けること

性的マイノリティに対して誤った認識や

偏見が存在していること

戸籍上の「夫婦」ではないことによる不利益があること

性的マイノリティの相談・支援体制が

十分でないこと
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【施策の方向性】

多様な性のあり方について理解を深め、性的マイノリティへの差別・偏見がなくな

るよう個性を尊重する教育・啓発を進めます。

●教育・啓発の推進

・性的指向・性自認等性の多様性について正しい理解が深まるよう意識啓発、情報提

供を行います。

・性に関する理解を深め、多様性を認め合う教育を推進します。

●相談・支援の充実

・性的マイノリティが生活していく中で、差別や偏見を受けることなく暮らすことの

できる環境づくりに努めます。

参考（意識調査）性的マイノリティの人権を守るために必要なこと

１ 正しい理解を深めるための教育・啓発活動 46.5％

２ 性的マイノリティに関する法律・条例などの整備の拡大 30.9％

３ 性的マイノリティへの偏見や差別をなくすための啓発活動 25.8％

４ 更衣室やトイレなどに対する配慮 25.7％

５ 性的マイノリティのための相談・支援体制の充実 22.4％
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（７）様々な人権課題

前述のほか、様々な人権課題や今後新たに生じる人権課題についても、それぞれの

課題に応じ、基本的施策を中心に教育や啓発、支援、その他必要な施策に取り組みま

す。

① インターネットによる人権侵害

近年、パソコンやスマートフォン、タブレット端末等が急速に普及したことにより、

気軽にインターネットに接続できる環境があり、子どもから高齢者までの幅広い世代

がインターネットを利用しています。しかし、利便性や情報発信の容易さ、匿名性等

からＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）等への特定個人を対象とし

た誹謗・中傷や差別的な内容の書き込み、他人の写真や動画の無断での公開等が発生

しています。また、子どもへのスマートフォンやＳＮＳの普及により、ＳＮＳ上にお

けるいじめや犯罪の被害者・加害者になるケースも発生しています。

2002 年、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に

関する法律」（プロバイダ責任制限法）が施行され、人権を侵害するような書き込み

に対しては、被害者がプロバイダ等に対して書き込みの削除や書き込みを行ったも者

の情報開示を求める等の対応が可能となりました。また、2013 年に施行された「いじ

め防止対策推進法」では、「いじめ」の定義にインターネットを通じて行われるもの

が含まれると明記されています。しかし、インターネットによる人権侵害を防止する

ためには、他人への人権の配慮を心がけるとともに、インターネットを正しく利用す

ることが必要です。

このような背景を踏まえ、インターネットの適切な利用や利用上のリスク等の啓発

や教育に取り組みます。

② 感染症罹患者（新型コロナウイルス感染者・エイズ患者・ＨⅠＶ感染者等）やそ

の家族の人権

エイズやＨⅠＶ等の感染症については、その疾病についての正しい知識や理解がな

いために、患者や感染者、その家族に対する偏見や差別意識が存在しています。また、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、日常生活や学校、職場等社会生活の

様々な場面において感染者やその家族、また医療従事者に対する差別や誹謗中傷等が

生じています。

感染症に対する正しい知識と理解を深めることや罹患者等のプライバシーに配慮

することが重要であることから、正しい知識や情報の普及を図り、差別や偏見の解消

に取り組みます。
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③ 犯罪被害者やその家族の人権

殺人、暴行、交通犯罪等による被害は、ある日突然、誰の身にも起こり得る可能性

があります。犯罪被害者やその家族は、犯罪による身体的被害のほか、稼ぎ手が失わ

れることによる財産的被害、さらには、捜査や裁判の過程、取材や報道等による精神

的苦痛等、長期にわたり二次的被害に苦しめられ、日常生活は一変してしまいます。

国は、2005 年に「犯罪被害者等基本法」を施行するとともに、「犯罪被害者等基本

計画」を策定し、犯罪被害者やその家族のための施策を推進しています。

被害により生じる心身の負担や経済的負担の軽減が図れるよう、適切な機関等へ繋

げ、切れ目のない支援に取り組みます。

④ 震災に起因する人権問題

2011 年３月 11 日に発生した東日本大震災は、東北地方を中心に甚大な被害をもた

らしました。また、2016 年には熊本地震が発生し、狛江市においても 2019 年に発生

した令和元年東日本台風の被害を受ける等、自然災害はいつどこでも発生する可能性

があります。

避難所等においては、プライバシーの確保が難しい点が多いことから、ストレスや

不安を感じる人も多く、特に女性や高齢者、障がいのある人等への人権侵害が起こる

可能性が高まります。また、震災に起因した風評に基づき、被災地からの避難者に対

する心無い嫌がらせ等も発生しています。

「狛江市地域防災計画」に基づき、防災訓練等を通じ、教育・啓発に取り組むとと

もに、高齢者や障がいのある人、外国人等の要配慮者の人権に配慮した支援体制や避

難所等の生活環境の充実に取り組みます。
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Ⅳ 人権施策の進め方

１ 市・市民・団体等の役割

市、市民、団体は基本条例に規定する各主体の責務を果たすとともに、市は市民、

団体との連携により人権施策を進めます。

２ 人権施策の推進体制

（１）狛江市人権尊重推進会議

基本条例に基づき設置する「狛江市人権尊重推進会議」において、基本条例の推進

のために必要な事項や人権施策等について、市民の立場から審議・評価を行います。

（２）庁内推進組織

人権施策の全庁的な調整及び進行管理を行うために設置する「狛江市人権・男女共

同参画推進本部」、「狛江市人権・男女共同参画推進庁内委員会」を中心に、人権施策

の総合的な推進に取り組みます。

（３）人権啓発事業・研修

人権課題等について多くの市民等が理解する機会となる講座や講演会を実施しま

す。また、全ての職員が基本条例の趣旨を踏まえ、人権施策を総合的に推進すること

が重要であることから、人権を尊重する意識醸成のための職員研修を実施します。


